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国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針（抄） 

 

平成２５年１０月１８日 

 

２．雇用  
 

◇ 特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保

し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、以下の規制改革を認めるとともに、臨

時国会に提出する特区関連法案の中に必要な規定を盛り込む。 

 

（１） 雇用条件の明確化 

・  新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的

確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開

することが容易となるよう、「雇用労働相談センター（仮称）」を設置する。 

・  また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働

関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。 

・  本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本セン

ターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の投資判断等に資する

ため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドライン

に沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前

段階から実施する。 

・  以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。 

 

（２） 有期雇用の特例 

・  例えば、これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、７年間

限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し

優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。 

・  したがって、新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめとする企業等

の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者であって、「高度な

専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、

無期転換申込権発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行わ

れるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審

議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成２６年通常国会に

所要の法案を提出する。 

・  以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。 
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